令和8年2月吉日
各チーム代表者　殿
小山市ソフトボール協会
会　長　田村 三津郎
(公印省略)

ソフトボール障害保険(団体扱い)の加入案内について

　　平素はソフトボール競技の普及発展に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件につきまして、本年度もソフトボール協会が窓口(契約者)となって、一括
契約を行い各チームの加入者(被保険者)の方、一人一人(全ての人)に特典が適用出来る
様、下記の通り加入申込の受付を致しますのでご案内申し上げます。

－記－

1． 補償内容と保険料については、小山市ソフトボール協会ホームページ（https://oyama-softball.net/）の最新記事　8年度登録
小山市ソフトボール協会　団体傷害保険パンフレットをご参照下さい。
1）保険(補償)期間　　　 　　令和8年４月１日～令和9年３月３１日
2）保険代理店　　　　　　　　有限会社　セイムライフ（0285-30-2226）
3)年間保険料　　　　　　　　　　　　１，５００円／人

2．申込方法　
1）小山市ソフトボール協会登録申込(３月1日)の時に年間保険料(１,５００円×人数)と保険加入申込書を添付し納入してください。
　　 ＊尚、追加加入者の保険料については、発生都度ご相談下さい。

　　　　　　　  　
